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議会　３　　総務　１８　　税務　６
農林　１６（－１） 商工　１　　土木　６
民生　７（－１）　　　　 　　衛生　４
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　給料表の改定については、民間状況を反映して国
家公務員の勧告が、今回初めてマイナス改定となっ
たことから、本町も同様のマイナス改定（給料表の
改定率△２．０３％）をおこない、手当についても期末
手当を４年連続引き下げた他、諸手当も改正されま
した。
　なお、期末手当は新年度から３月支給が廃止され、
率が再配分されます。
　また特別職の給料報酬については、新年度の１年
間、５～２％の減額措置が実施されます。
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（注）・職員手当とは、退職手当を除くすべての手当。
・上記には、教育長を含み、水道会計２名は含みません。
・人件費比率には、給与費のほか共済費及び特別職の報
酬等を含んでいます。
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平成14年度予算（H14年12月現在）�

給料　3億5,163万9千円�
期末勤勉手当�
1億5,220万2千円�
�

職員手当 4,387万9千円�
�

（参考）昨年の人件費比率 22.5％�

予算総額　5億4,772万円�
　　　　　　　　　　　＝629万5千円�
職 員 数　　　87人�
�

合計　5億4,772万円（前年同月比　98.6％）�
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１７１，５００円

�１８５，６００円
１６１，０００円

�１７８，４００円大学卒

町と同じ１３９，５００円
�１４９，２００円高校卒
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４０１，２００円３４６，５００円２９８，０００円大学卒
３４９，９００円３００，８００円２６６，９００円高校卒
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３３２，０５２円／４０歳４カ月国
３５８，７８４円／４２歳３カ月全国町村

３３９，１５０円／４０歳３カ月本　町
対象　６６名
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・給料の平均引上率（額）△１．９７％（△６,８０２円）
・給与の平均改定率（額）△１．９７％（△７,３２７円）
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同配偶者　　　　１４，０００円
他扶養　５，０００～１１，０００円扶養手当

同
異

借家　家賃により
　　　　　２７，０００円以内
持家　一律　２，５００円

住居手当

異距離毎に１，９００～２０，９００円通勤手当
－税務手当　月５００円特勤手当
－課長級　給料の１０％管理職手当

同
���������期末・勤

勉手当の
支給率　

４．６５月０．５０２．１０２．０５
＊職務級段階で加算措置あり
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（注）・一般行政職とは、技能労務職、税務、水道、保育士、
　　　保健師及び教育職を除いた職員をいう。
　　・給料は本給のみ、給与は一部の手当を含む。
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５７２，０００５７２，０００６０６，０００７６８，０００
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２３０，４００２５３，４００３０８，０００

���������期末手
当支給
率　　

３．５０月０．５０１．５５１．４５
＊職制段階に応じて加算措置あり
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教育委員会
２０

水　道　２
国老保　４
介　護　３

○職員の推移
H１２　９３人（△１）
H１3　９２人（△１）
H１4　９０人（△２）

（注）教育長を含む
（注）（　）は前年比

○平成１２年定員適正化目標の概略
　・これまでの実績と将来の行政需要等を勘案し事務事業の見直し（組織機構改革等）をおこなうと共に、事業
終了時の自動的な定員削減を原則とします。

　・今後、権限移譲等で事務増加も予想されるが現員で対応しながら、前項を基本に定員適正化に努めます。

一般行政　61（－２）� 教育行政　20

公営企業等　９�


